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株式報酬型ストック・オプションの導入について 

 

平成 26 年５月 28 日開催の当社取締役会において、当社の取締役に対する報酬として株式報酬

型ストック・オプション制度の導入に関する議案を、平成 26 年６月 25 日開催予定の第 168 回定

時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 株式報酬型ストック・オプションを導入する理由 

取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲をより高め、株主の皆さま

との利益意識を共有することを目的として、取締役に対して株式報酬型ストック・オプショ

ン（新株予約権）を発行するものです。 

 

2. 株式報酬型ストック・オプションを導入するために付議する議案の内容 

当社の取締役の報酬は、平成 18 年６月 29 日開催の第 160 回定時株主総会において年額３

億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まない。）とするご承認をいた

だいておりますが、かかる報酬限度額の範囲内で株式報酬型ストック・オプションとしての

新株予約権を割当てることにつき、ご承認をお願いするものであります。 

なお、本新株予約権の具体的な内容は、以下のとおりです。 

（1） 新株予約権の総数 

各事業年度に係る定時株主総会の日から１年以内に割当てる新株予約権の数は 2,000

個を上限とする。 

（2） 新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式

の数（以下、「付与株式数」という）は１個当たり 100 株とする。 

ただし、新株予約権を割当てる日（以下、「割当日」という）後、当社が普通株式につ

き、株式分割（当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）ま

たは株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点

で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。 

 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率 



また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当

社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。 

なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

（3） 新株予約権の払込金額 

新株予約権１個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショール

ズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取

締役会において定める額とする。 

なお、新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、当該払

込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払

込みを要しないものとする。 

（4） 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受

けることができる株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額と

する。 

（5） 新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権の割当日を２年経過した日の翌日から 15 年以内とする。 

（6） 新株予約権の行使条件 

①  新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社グループ会社の取締役ま

たは執行役員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任

その他正当な理由に基づき当社および当社グループ会社の取締役および執行役員

のいずれの地位をも喪失した場合には、喪失した日から 5年以内に限って権利行使

することができる。 

②  新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ

行使することができる。 

③  その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する取

締役会において定めるものとする。 

（7） 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 

（8） その他の新株予約権の内容 

    新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集要項を決定する取締

役会において定めるものとする。 

 

（ご参考） 

ストック・オプションの権利行使の際には、当社が保有する自己株式（平成 26 年３月末

日現在 537,288 株）を充当する予定です。 

なお、本定時株主総会終結の時以降、当社の執行役員および役職員に対しても上記のス

トック・オプションと同内容のストック・オプションを取締役会決議により割り当てる予

定です。 

以 上 


